
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント契約書 

サービス利用者（以下「利用者」という。）、〇〇居宅介護支援事業所（以下「事業所」という。）及び地域包括支援センター〇〇（以下「センター」という。）は、利用者が要介護状態となることを予防し、可能な限り居宅において自立した日常生活を営み続けることを目的として、事業所又はセンターが利用者に対して行う介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについて、次のとおり契約を締結します。

（介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの内容）
第１条　事業所及びセンターは、利用者がその目的を達成するために必要な介護予防サービス等（以下「サービス」という。）を利用者自身の選択に基づき適切に利用できるよう、介護保険法（平成９年法律第123号）等の関係法令及びこの契約書に従い、介護予防サービス・支援計画書（以下「予防プラン」という。）を作成します。また、事業所及びセンターは、予防プランに基づいて適切なサービスの提供が確保されるよう、サービスを提供する事業所（以下「サービス事業所」という。）及び関係機関等との連絡調整その他の便宜を提供します。

（契約期間）
第２条　本契約の契約期間は、　　　　年　　月　　日から利用者の要支援認定又は事業対象者認定の有効期間の満了の日までとします。
２　本契約は、契約期間の満了の日までに、利用者が契約終了の申し出を行わないときは、その翌日における要支援認定又は事業対象者認定の有効期間の満了まで契約を更新するものとし、その後もまた同様とします。

（予防プランの作成）
第３条　利用者が介護予防支援を利用する場合であって、かつ、事業所が指定介護予防支援事業者として指定を受けている場合は、事業所が予防プランを作成します。
２　利用者が介護予防ケアマネジメントを利用する場合は、センターが予防プランを作成します。この場合において、センターは利用者の同意を得た上で、事業所に予防プランの作成を委託することができます。 
３　利用者が介護予防支援から介護予防ケアマネジメントに移行する場合、又は、介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に移行する場合においては、事業所とセンターは密に連絡を取り合い、利用者が遺漏なく円滑にサービスを利用することができるよう努めます。
４　予防プランを作成する事業所又はセンターは、その職員の中から介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの担当者を選任し、適切な介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの実施に努めます。 
５　予防プランを作成する事業所又はセンターは、その作成にあたり、次の各号に定める業務を行います。 
(1) 利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
(2) 利用者の居宅のある地域におけるサービス事業所等のサービスの内容及び利用料に関する情報を利用者及び家族に適正に提供すると共に、利用者の意欲を高め、利用者が主体的に取り組めるように支援します。
(3) 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービス提供上の留意点等を明記した予防プランの原案を作成します。
(4) サービス担当者会議の開催等により、必要に応じて予防プラン原案について専門的な意見を聴取します。
(5) 予防プラン原案について、保険給付及び介護予防・生活支援サービス事業の該当の有無を区分し、サービスの種類、内容等を明記して利用者及び家族に説明し、利用者から同意を受けて予防プランを完成させます。
(6) その他予防プラン作成に関する必要な支援を行います。

（経過観察・予防プランの変更等） 
第４条　予防プランを作成した事業所又はセンターは、次の各号に定める事項を遵守します。 
(1) 利用者及び家族と継続的に連絡を取り、予防プランに定めたサービスの実施状況を把握し、予防プランの変更やサービス事業所等との連絡調整を行います。
(2) 予防プランに位置づけた支援の期間が終了するときは、予防プランの達成状況について評価します。
(3) 利用者の意向を踏まえ、要介護認定申請等必要な援助を行います。
 
（記録の整備・閲覧）
第５条　予防プランを作成した事業所又はセンターは、利用者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施についての記録を作成し、その完結の日から２年間保管します。
２　予防プランを作成した事業所又はセンターは、前号の記録を整備し、利用者からの求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。

（利用料金）
第６条　事業所又はセンターが提供する予防プラン作成費用は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第129号）又は奥州市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成29年奥州市告示第61号）に定める額とします。ただし、介護保険料の滞納等の特別な場合を除き予防プラン作成費用は全額保険給付され自己負担はありません。

（緊急時等の対応）
第７条　予防プランを作成した事業所又はセンターは、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供にあたって、事故が発生した場合、又は、利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。

（相談・苦情対応）
第８条　予防プランを作成した事業所又はセンターは、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、その窓口を利用者に明示するとともに、予防プランに位置づけた介護予防サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ丁寧に対応します。

（秘密保持）
第９条　予防プランを作成した事業所又はセンターは、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供する上で知り得た利用者及び家族に関する個人情報及びその秘密については、法令に基づく場合、本契約に別段の定めがある場合、又は利用者から事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示し、または漏らすことはありません。本契約の終了後も同様です。

（利用者の解約）
第10条　利用者は、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。 
２　利用者は、事業所又はセンターが第１条、第３条及び第４条に定められた介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供しなかった場合、その他この契約に違反し場合には、直ちにこの契約を解除することができます。

（事業者の解除）
第11条　事業所又はセンターは、利用者の著しい不信行為により介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を継続することが困難となった場合には、その理由を記載した文書を交付することにより、この契約を解除することができます。 

（契約の終了）
第12条　次の各号のいずれかに該当する場合には、前各条項の規定にかかわらず、この契約は終了するものとします。 
(1) 利用者が要支援者又は事業対象者に該当しなくなった場合
(2) 利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を利用する場合
(3) 利用者が死亡した場合
(4) 利用者が事業所又はセンターの担当する圏域外に転出した場合
(5) 利用者の最後のサービス利用から２年経過した場合

（賠償責任）
第13条　予防プランを作成した事業所又はセンターは、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業所又はセンターの故意又は過失によらないときは、この限りではありません。
２　予防プランを作成した事業所又はセンターは、利用者の故意又は過失により損害を受けた場合には、その損害の賠償を請求することができます。

（契約外の事項）
第14条　本契約、介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令等の趣旨を尊重して、利用者、事業所及びセンターの協議により定めます。 

上記のとおり、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント契約を締結します。
なお、本契約の締結を証するため、本書　　通を作成し、当事者が記名押印の上、各自１通を保有することとします。

　　　　　年　　月　　日 

利用者 
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

上記代理人 
(代理人を選任した場合)　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

事業所
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
 
事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
 
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
 
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
	※地域包括支援センターとの契約について、どちらかを選択してください。 

	□地域包括支援センターと契約をします。 
介護予防ケアマネジメントの利用の際は、次のセンターから事業所への一部委託により実施します。

センター
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

代表者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

	□地域包括支援センターとの契約はしません。 
介護予防ケアマネジメントの利用には、地域包括支援センターとの契約が必要なため、必要が生じた（見込まれた場合を含む）際には、別途、地域包括支援センターと契約します。


[bookmark: _GoBack]
